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「三重県一般海域等管理条例（仮称）」（骨子案）について

背 景

目 的 一般海域等を適正に管理するため、放置船の措置を規定した条例を制定する。

〇 津波・高潮による二次被害発生 〇 沈廃船からの油流出による環境への影響

〇 港湾・河川・漁港の放置船は約２，０００隻 うち沈廃船は約２６０隻
各法令により措置 （賀田港・浜島港では撤去を命令し、行政代執行を実施）

＜他の水域から持ち込まれ放置＞
             一般海域を含めて放置船を解消するため各地区において「放置船対策推進会議」を設置

〇 一般海域では56隻の放置船が確認されている。（浜島港周辺54隻、賀田港周辺２隻）
現法令では解消するよりどころがなく措置不可能

あり方検討会

条例（案）を作成するために有識者で構成する「三重県一般海域管理条例（仮称）あり方検討会」を設置

〇 委員 葛葉教授 （ 三重大学大学院 ） ［会長］ ※水文学
西澤弁護士 （ 楠井法律事務所 ） ［副会長］
植地常務理事 （ 三重県漁業協同組合連合会 ）
清野准教授 （ 九州大学大学院 ） ※沿岸・流域環境保全
三浦教授 （ 神奈川大学 ） ※行政法、地方自治法、環境法、沿岸域法

〇 オブザーバー 三重県警察本部
第四管区海上保安本部

〇 これまでの経緯 第１回 令和７年 ９月１７日開催 課題・目的の検討
第２回 令和７年10月２３日開催 骨子案の作成

放置船
の問題

現 状

課 題
・ 他の水域から持ち込まれることがないように、禁止区域の指定や罰則の規定が必要



他都道府県一般海域管理条例における規定状況

①
岡山県

②
広島県

③
愛媛県

④
山口県

⑤
北海道

⑥
京都府

⑦
大阪府

⑧
香川県

⑨
福岡県

⑩
熊本県

⑪
長崎県

H10制定 Ｈ３制定 Ｈ７制定 Ｈ１０制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１６制定

1 目的 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 定義 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 禁止行為 ● 〇

占用等

4-1　占用等の許可 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-2　適用除外 ● 〇 〇 〇 〇

4-3　許可の特例 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇
岡山県の条例では規定されていないが、他県の条例や
他法令（港湾法、海岸法、漁港法）で規定されている

4-4　許可の基準 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-5　占用料等 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-6　地位の承継 ● 〇 〇 〇 〇 〇
岡山県の条例では規定されていないが、他県の条例や
他法令（港湾法、海岸法）で規定されている

4-7　権利の譲渡 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-8　原状回復義務 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-9　占用等の廃止 ● 〇 〇 〇 〇 〇

5 監督処分 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 放置船舶等の措置 ● 〇

7 立入検査等 ● 〇 〇 〇 〇

8 審査会の設置 〇
占用許可の可否を判断するための審査会の設置につい
て、あり方検討会で議論

9 罰則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 委任 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三重県 備考
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条例骨子（案）

①目的 一般海域等を適正に管理するための目的を示す

②定義 条例における適用区域を明確にするため、「一般海域等」について定義

③禁止行為 指定された区域に船舶等を放置してはならないことを規定

④占用等

環境の保全や適正な利用を図るため占用等の許可を規定

④-1 占用等の許可 一般海域等の占用又は海底の土地の形状変更を行う場合は許可が必要であることを規定
④-2 適用除外 他法令で承認等を受けた行為については「占用等の許可」の適用除外とすることを規定
④-3 許可の特例 公共事業においては、協議をもって占用等の許可に替えることを規定
④-4 占用の基準 一般海域等の「目的」を阻害する占用申請に対して許可しないことを規定
④-5 占用料等 徴収金額等を規定
④-6 地位の承継 許可を受けた者の相続人等は、届出が必要であることを規定
④-7 権利の譲渡 権利を譲渡するときは、承認が必要であることを規定
④-8 原状回復義務 占用期間満了時には、現状回復することを規定
④-9 占用等の廃止 占用を廃止するときには、届出が必要であることを規定

⑤監督処分 公共事業で使用する等、やむを得ないときは許可の取り消し等をすることができることを規定

⑥放置船舶等
の措置 所有者の有無にかかわらず放置された船舶等に対する措置を規定

⑧罰則 禁止行為、占用許可等に違反した場合、拘禁刑又は罰金刑に処すことを規定

⑦立入検査等 指定した区域に放置された船舶等に立ち入ることができることを規定

⑨委任 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定めることを規定



「一般海域等」の定義

海岸法に規定された区域内の
海域は占用の規定なし
※上図 の範囲

「一般海域等」と定義
※上図 ＋ の範囲

土地 公共海岸

占用の規定なし

海域

本条例において占用許可を規定

海岸の土地

満潮線 干潮線自然斜面凡例

海岸保全区域
（海岸法第3条）一般公共海岸区域

（海岸法第37条の3）

漁港区域
（漁港法第6条）

港湾区域
（港湾法第4条）

50m

50m

一般海域

12海里

河川区域
（河川法
第6条）

低潮線

海洋再生可能エネルギー
発電設備整備促進区域

（海洋再生可能エネルギー発
電設備の整備に係る海域の
利用の促進に関する法律）

満潮線

干潮線

低潮線

堤防

海岸法 港湾法 漁港法
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